
埼玉県南 5市　まちづくり協議会

マンション紛争と住民発意の地区計画の策定について

2009．2．25　佐谷和江　計画技術研究所

１．４つの事例の特徴

　１）埼玉県さいたま市皇山地区

・組織の作り方、進め方

　→横浜市の 2地区の例

・高さの適用除外規定

　２）兵庫県明石市大久保町高丘 5丁目南地区

・第一種低層住居専用地域が中心。高さよりは用途重視

・高い合意率

　３）北海道札幌市南円山 6条地区

・高さのみを決定

・都市計画提案制度を活用

　→登記簿調査など、どこまで行政が支援するか？

　４）広島県広島市高須二丁目西地区

・高さの適用除外規定

２．地区計画やこれをめぐる制度設計について

・当初の支援→反対運動からの組織の作り方

・計画内容について→計画事項の決め方、数値の決め方、適用除外規定など

・合意・提案について→任意、申出、都市計画提案

・行政として何を支援するか？→横浜市の例
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地区整備計画（その１） 

地 区 の 

名 称 
戸建住宅一般地区 戸建住宅沿道地区 

 

地 区 の 

細 区 分 地 区 の 

面 積 
約２．９ｈａ 約０．９ｈａ 

 

 

 

 

 

 

 

 
建 

 
築 

 
物 

 
等 

 
に 

 
関 

 
す 

 
る 

 
事 

 

建築物等の用途の 

制 限 

 建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。 

１）戸建専用住宅 

２）長屋（ただし、告示日において、現に存する建築物の増築又は改

築に限る。） 

３）戸建住宅又は長屋（ただし、告示日において、現に存する建築物

に限る。）で、延べ面積の 2 分の１以上を居住の用に供し、かつ、

次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの（これらの用途に供する

部分の床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものを除く。） 

① 事務所 

② 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫

茶店 

③ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸

本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 

④ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他こ

れらに類するサービス業を営む店舗（原動機を使用する場合

にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のもの

に限る。） 

⑤ 自家販売のために食品製造業（食品加工業を含む。）を営む

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの（原

動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キ

ロワット以下のものに限る。） 

⑥ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 

⑦ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房（原動

機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワ

ット以下のものに限る。） 

４）診療所で、患者の収容施設のないもの 

項 

（住宅を兼ねるものを含む。） 

５）自治会等の自治活動の目的の用に供するための集会所その他こ

れに類する建築物 

６）前各号に附属するもの 
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地区整備計画（その２） 

地 区 の 

細 区 分 

地 区 の 

名 称 
戸建住宅一般地区 戸建住宅沿道地区 

１６０平方メートル 
建築物の敷地面積の 

最 低 限 度 ただし、長屋については、１戸あたりの敷地面積の最低限度を 

１６０平方メートルとする。 

壁 面 の 位 置 の 

制 限 
 

１）建物の外壁又はこれに代わる柱の

面から敷地境界線までの距離は、

１メートル以上とする。 

 

２）前項に規定する距離に満たない距

離にある建築物又は建築物の部分

が次の各号の一に該当する場合

は、同項の規定は適用しない。 

① 外壁又はこれに代わる柱の中

心線の長さの合計が３メート

ル以下であること。 

② 物置その他これに類する用途

に供し、軒の高さが 2.3 メー

トル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内で

あること。 

建 

 
築 

 
物 

 
等 

 
に 

 
関 

 
す 

 
る 

 
事 

 
項 

 建 築 物 の 高 さ の 
１２メートル 

最 高 限 度 

建 築 物 等 の 形 態 屋根、外壁、擁壁等の形態又は意匠は良好な低層戸建住宅地として

周辺環境に調和したものとする。 若しくは意匠の制限 

15



出典：平成17年度　地区計画行政研究会報告書
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札幌圏都市計画南円山６ 条地区地区計画の決定（ 札幌市決定）      【 決 定 番 号 第 99号 】   

                                 決 定  平 成 1 7年 ３ 月 ９ 日 （ 告 示 第 32 1号 ）  

都市計画南円山６ 条地区地区計画を次のよう に決定する。  

 

１ 地区計画の方針 

名   称 南円山６ 条地区地区計画 

位   置  札幌市中央区南６ 条西２ １ 丁目及び２ ２ 丁目の各一部 

区   域  計画図表示のと おり  

面   積 １ ． ９ ha 

地区計画の目標 当地区は、 都心よ り 西へ約 2. 5kmに位置し 、 低層の建築物が大部分を 占める 住宅市街

地である 。  

本計画は、 円山、 藻岩山が見え る 風景遺産を 継承し 、 住民が地域への愛着を 持ち なが

ら 住み続ける こ と ができ る よ う 、 現在の住環境の維持・ 保全を 図る こ と を 目標と する 。  

土 地 利 用

の方針 

既に形成さ れている 住宅市街地の均衡ある 土地利用を 基本と し た住環境の維持・ 保全

を 図る 。  

区

域

の

整

備

・ 

開

発

及

び

保

全

に 
 

 
 

 

関
す
る
方
針 

建 築 物 等

の 整 備 の

方針 

 地区計画の目標及び土地利用の方針に 基づき 、 住環境の維持・ 保全を 図る た め「 建築

物の高さ の最高限度」 を 定める 。  

 
２ 地区整備計画 

名   称 南円山６ 条地区 

区   域  計画図表示のと おり  

面   積 １ ． ８ ha 

名 称 一 般 住 宅 地 区 地区

の 

区分 面 積 １ ． ８  ha 

建

築
物
等

に
関
す
る
事
項 

建築物の 高さ

の最高限度 

 

１ ５ ｍ 

備   考 用語の定義及び高さ の算定方法については、 建築基準法及び同法施行令の例によ る 。 

 
理  由 

 将来にわたっ て住環境の維持･保全が図ら れるよう 、 地区計画の決定を行う ものである。  

１ 
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出典：平成17年度　地区計画行政研究会報告書
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